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福 祉 保 健 局（旧健康局） 

 

第１ 審 査 の 概 要 

  １  審査の対象 

  （１）一般会計 

  （２）財  産 

 

  ２  実地審査場所 

福祉保健局 

（健康局は、平成１６年８月１日付組織改正により福祉保健局として統合されたことから、福祉

保健局で審査を行った。） 

 

  ３  審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、福祉保健局（旧健康局）執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理、処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３  決 算 の 概 要 

  １  歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                                   （単位：千円、％） 

科 目 （ 款 ） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減 収 入 率 

分 担 金 及 負 担 金 555,709 517,513 △         38,195 93.1 

使 用 料 及 手 数 料 5,110,674 5,026,570 △         84,103 98.4 

国 庫 支 出 金 27,108,447 23,510,659 △      3,597,787 86.7 

財 産 収 入 165,124 161,109 △          4,014 97.6 

繰 入 金 45,382 41,620 △          3,761 91.7 

諸 収 入 5,222,513 4,884,188 △        338,324 93.5 

計 38,207,849 34,141,661 △      4,066,187 89.4 

 

歳入は、第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額３８２億７８４万余円、収入済額

３４１億４，１６６万余円、比較減額４０億６，６１８万余円、収入率８９．４％である。 

歳入の主な内容は、 

・使用料及手数料のうち、児童福祉施設等における診療報酬等の健康使用料        

                                ３９億３，６３１万余円 

・国庫支出金のうち、精神保健費等の健康費国庫補助金      １６２億４，７８３万余円 

・諸収入のうち、児童福祉施設における社会福祉施設収入        ３０億５１５万余円 

である。 

なお、第６款分担金及負担金（項：負担金）において、不納欠損額（２，０８１万余円）及

び収入未済額（２億９，０５５万余円）が、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、

収入未済額（５６５万余円）が、第１２款諸収入（項：貸付金元利収入、項：雑入）において、

不納欠損額（６９万余円）及び収入未済額（２億７，１５６万余円）が生じている。 

 

     イ  歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目 （ 款 ） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

健 康 費 138,855,155 125,711,672 0 13,143,482 90.5 

諸 支 出 金 160,020 151,575 0 8,444 94.7 

計 139,015,175 125,863,248 0 13,151,926 90.5 

 

  歳出は、第１０款健康費及び第１８款諸支出金の２款で７項２２目に区分し執行しており、予

算現額１，３９０億１，５１７万余円、支出済額１，２５８億６，３２４万余円、不用額１３１



 - 94 - 

億５，１９２万余円、執行率９０．５％である。 

       主な執行内容は、 

   ・医学系研究所の助成に要したもの 

           （項）健康管理費    （目）医学系研究所助成費 ４５億５，２１４万余円 

     ・医療指導及び救急医療対策等に要したもの 

                   （項）医療政策費   （目）医療政策費    ２０１億１，９７６万余円 

     ・看護職員の養成及び定着対策等に要したもの 

        （項）医療政策費    （目）医療人材対策費   ３８億４，６１８万余円 

     ・児童の保護委託等及び児童福祉施設の整備等に要したもの 

                   (項) 医療福祉費   （目）子ども医療費     １５３億３，８６９万余円 

     ・精神障害者に対する医療費助成及び精神障害者地域生活支援施策等に要したもの 

           （項）医療福祉費   （目）精神保健福祉費    ２３１億６，２０７万余円 

     ・難病医療費助成及び在宅難病患者対策等に要したもの 

           （項）医療福祉費   （目）特定疾病対策費    １２５億３，７１３万余円 

     ・健康診査及び老人保健事業等に要したもの 

           （項）地域保健費   （目）健康推進費       ５３億４，１０２万余円 

     である。 

 

  ２  財産の管理状況 

      ア 財 産 

区   分 平成１５年度末現在高 平成１４年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

      土     地 

      建     物 

   無 体 財 産 権 

 

      出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

       348,634.57 ｍ２ 

        337,573.21 ｍ２ 

特許権      ３ 件 

著作権       ２ 件 

      317,000,000 円 

      ２，３５８ 点 

   4,855,031,788 円 

      376,221.18 ｍ２ 

        352,977.65 ｍ２ 

特許権       ３ 件 

著作権       ２ 件 

     517,000,000 円 

       ２，４２０ 点 

   5,962,771,495 円 

△     27,586.61 ｍ２ 

△     15,404.44 ｍ２ 

               ０ 件 

               ０ 件 

△   200,000,000 円 

△          ６２ 点 

△ 1,107,739,707 円 

 

福祉保健局（旧健康局）で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、成東児童保健院敷地（２９，６８３．０３ｍ２）の財務局への所管換えによ

るもの 

・建物の減少は、成東児童保健院建物（１０，１２５．０２ｍ２）の財務局への所管換えによ

るもの 
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・出資による権利の減少は、財団法人東京都健康推進財団出えん金（２億円）の減によるも 

  の 

・物品の減少は、購入等（１００点）及び廃棄等（△１６２点）によるもの 

     ・債権の減少は、看護師等修学資金貸与金の新規貸付及び返還等（△９億３,１４８万４，２

２９円）によるもの 

     である。 

 

    イ  債権のうち貸付金の年度末残高                                   （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成１５年度末残高 滞納（収入未済）額 

公衆衛生修学資金 ３，６００ ０

看護師等修学資金貸与金 ３，８８１，０４４ １８４，０７６

民間精神病院建築資金貸付金 １８，５３１ ０

救急医療機関整備資金貸付金 １３１，９４４ ６，５７３

看護師二年課程定時制学生生計資金貸付金 ３３，４６３ ４１，４９２

民間医療機関宿舎建設資金貸付金 １１２，７６６ ４，８１４

民間医療機関保育施設建設資金貸付金 ８，７４５ ０

合      計 ４，１９０，０９５ ２３６，９５６

 

 


